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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月28日に提出いたしました第104期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ３ 配当政策 

  ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

   （９）当行定款における定めの概要  

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】

 

３ 【配当政策】 

（訂正前） 

当行は、銀行の公共性に鑑み、お客様や地域の皆様の信頼にお応えするために、健全経営と内部留保の充実に努め

ますとともに、安定的な配当の継続を実施することを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、当初予定を上回る当期純利益を計上することができたことから、株主の皆様からの日

頃のご支援にお応えするため、前期末は３円でありました１株当たりの期末配当金を３円50銭とさせていただきまし

た。これにより平成18年度の配当金は中間配当金の３円と合わせ年間６円50銭となりました。 

内部留保資金につきましては、店舗投資やIT投資を継続して行い、お客様へのサービス向上を図るとともに、経営

基盤の拡充や経営体制の強化のため有効に活用して参りたいと考えております。 

今後につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行えるよう努力してまいる所存であります。 

（訂正後） 

当行は、銀行の公共性に鑑み、お客様や地域の皆様の信頼にお応えするために、健全経営と内部留保の充実に努め

ますとともに、安定的な配当の継続を実施することを基本方針としております。 

当期の配当につきましては、当初予定を上回る当期純利益を計上することができたことから、株主の皆様からの日

頃のご支援にお応えするため、前期末は３円でありました１株当たりの期末配当金を３円50銭とさせていただきまし

た。これにより平成18年度の配当金は中間配当金の３円と合わせ年間６円50銭となりました。 

内部留保資金につきましては、店舗投資やIT投資を継続して行い、お客様へのサービス向上を図るとともに、経営

基盤の拡充や経営体制の強化のため有効に活用して参りたいと考えております。 

今後につきましても、上記の基本方針に則り適切な利益配分を行えるよう努力してまいる所存であります。 

当行は、取締役会の決議により毎年９月30日現在における株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質

権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。 



以上により、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会とし、中間

配当と期末配当の年２回の配当を行うことを基本方針としております。 

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（訂正前） 

該当なし 

（訂正後） 

（９）当行定款における定めの概要 

①取締役は20名以内とする旨を定款に定めております。 

なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款に定めております。 

②会社法第165条第２項の規定により取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる旨を定款に定めており

ます。これは、機動的な資本政策を遂行することを可能とするためです。 

③会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行

うことを目的とするものです。 
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